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�愛媛県告示第３９３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松前町長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

令和元年８月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（令和元年度松前町土地評価システム更

新業務）

２ 作業期間 令和元年７月２９日から

令和２年３月３１日まで

３ 作業地域 松前町全域

�愛媛県告示第３９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和元年８月６日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第３９５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和元年８月６日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗
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指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり 愛媛県今治市鐘場町一丁目２番９号 令和元年６月３０日 福祉用具貸与

越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり 愛媛県今治市鐘場町一丁目２番９号 令和元年６月３０日 特定福祉用具販売

株式会社はなみずき ヘルパーステーションはなみずき 愛媛県西条市港２７４番地 令和元年６月３０日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり 愛媛県今治市鐘場町一丁目２番９号 令和元年６月３０日 介護予防福祉用具
貸与

越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり 愛媛県今治市鐘場町一丁目２番９号 令和元年６月３０日 特定介護予防福祉
用具販売
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�愛媛県告示第３９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市国安土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和元年８月６日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任
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�愛媛県告示第３９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市壬生川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年８月６日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任
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�愛媛県告示第３９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市庄内土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和元年８月６日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 武 田 義 臣 西条市新市１３番地

〃 杉 野 幸 夫 西条市新市３８９番地２

〃 渡 邉 一 夫 西条市桑村２８５番地

〃 田 口 研 志 西条市国安１１６５番地３

〃 青 野 � 西条市高田１０番地２

〃 村 上 義 輝 西条市国安１３５９番地

〃 青 野 孝 西条市高田８０３番地２

〃 田 中 忠 孝 西条市国安７３０番地

〃 武 田 徹 西条市高田６６３番地３

〃 秋 川 俊 博 西条市国安１１８番地２

〃 青 野 浩 徳 西条市高田７４１番地２

〃 佐 伯 海 志 西条市新市３０３番地４

監 事 志 賀 祥 � 西条市高田２９０番地４

〃 黒 河 重 政 西条市国安８４４番地３

〃 越 智 光 彦 西条市新市４９３番地

〃 篠 宮 道 雄 西条市桑村３２０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 膳 和 幸 西条市新市５４３番地

〃 武 田 義 臣 西条市新市１３番地

〃 杉 野 幸 夫 西条市新市３８９番地２

〃 田 口 研 志 西条市国安１１６５番地３

〃 田 中 輝 幸 西条市桑村１０６番地５

〃 渡 邉 一 夫 西条市桑村２８５番地

〃 青 野 � 西条市高田１０番地２

〃 田 中 忠 孝 西条市国安７３０番地

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 青 野 孝 西条市高田８０３番地２

〃 高 瀬 遵 西条市高田７７７番地１

〃 村 上 義 輝 西条市国安１３５９番地

〃 武 田 徹 西条市高田６６３番地３

監 事 木 原 正 弘 西条市新市５３３番地

〃 志 賀 祥 � 西条市高田２９０番地４

〃 才 田 敏 勝 西条市国安１３３５番地

〃 黒 河 重 政 西条市国安８４４番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 要 西条市壬生川８４８番地１

〃 玉 井 功 美 西条市壬生川６４０番地２

〃 柳 瀬 保 西条市壬生川５５８番地１７

〃 稲 井 隆 博 西条市大新田１７７番地

〃 柳 瀬 利 治 西条市壬生川４５３番地１

〃 藤 村 光 良 西条市壬生川６４５番地

監 事 垂 水 強 西条市喜多台５３９番地２

〃 柳 瀬 幸 夫 西条市壬生川９０３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 要 西条市壬生川８４８番地１

〃 玉 井 功 美 西条市壬生川６４０番地２

〃 柳 瀬 幸 夫 西条市壬生川９０３番地

〃 稲 井 隆 博 西条市大新田１７７番地

〃 柳 瀬 利 治 西条市壬生川４５３番地１

監 事 垂 水 強 西条市喜多台５３９番地２

〃 柳 瀬 保 西条市壬生川５５８番地１７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日和佐 直 西条市大野２６６番地１

〃 長 井 昭 次 西条市黒谷甲４５１番地

〃 山 内 務 西条市河之内甲６８４番地１

〃 黒 川 俊 彰 西条市大野３０９番地１

〃 武 田 喜 義 西条市実報寺甲１６９番地１

〃 行 本 春 道 西条市福成寺甲１２３番地２

〃 高 橋 俊 彦 西条市旦之上甲６１０番地２

監 事 飯 尾 勝 一 西条市福成寺甲１０８番地

〃 栗 原 � 男 西条市実報寺甲７３２番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日和佐 直 西条市大野２６６番地１

〃 長 井 昭 次 西条市黒谷甲４５１番地

〃 渡 部 � 男 西条市河之内甲１０１番地

〃 芥 川 繁 幸 西条市大野３２８番地１

〃 武 田 喜 義 西条市実報寺甲１６９番地１

〃 中 路 義 文 西条市福成寺甲８１番地
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�愛媛県告示第３９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市三津屋土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年８月６日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�愛媛県告示第４００号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和元年８月６日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第４０１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和元年８月６日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第４０２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年８月６日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第４０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年８月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 村 上 敏 晴 西条市旦之上甲５９３番地１

監 事 山 内 強 西条市旦之上甲１０６９番地１

〃 高 橋 誠 西条市旦之上甲５６６番地 役員の種類 氏 名 住 所

理 事 一 色 和 成 西条市三津屋３７０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 原 一 雄 西条市三津屋南１２番７

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 設 置 者 ）

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１０００２０１ 社会福祉法人 朝凪会 愛媛県伊予市尾崎字天
神下７５番地１ 村 上 � 短期入所 グループホーム シー

ズ
愛媛県伊予市本郡５４番
地１

令和元年
７月１日

３８２１０００２１７ 社会福祉法人 朝凪会 愛媛県伊予市尾崎字天
神下７５番地１ 村 上 � 共同生活援助 グループホーム シー

ズ
愛媛県伊予市本郡５４番
地１

令和元年
７月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３５１０１９９ 株式会社パーソナルア
シスタント青空

愛媛県松山市古川北３
丁目４番３２号 佐 伯 康 人 就労継続支援

Ｂ型
パーソナルアシスタン
ト青空 メイドイン青
空

愛媛県伊予郡砥部町高
尾田７７番地

令和元年
７月３１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第１８号

令和元年７月２９日
伊予郡松前町大字西高柳字大反２８番３

伊予郡松前町大字西高柳９７番地１

水 口 達 也

愛 媛 県 報令和元年８月６日 第２７号
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正 誤

�正 誤

令和元年７月３０日付け愛媛県報第２５号愛媛県公安委員会規則第１

号（愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則）中

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
八幡浜市郷１番耕地８番地先から

同市郷３番耕地１０３７番１地先まで
令和元年８月６日

ページ 箇 所 誤 正

２９１ 附 則
１行目

この規則は、令和元年
８月１日から施行する。

この規則は、令和元年
７月３１日から施行する。

令和元年８月６日 発行

愛 媛 県 報令和元年８月６日 第２７号
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